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釧路川水系河川整備基本方針と釧路川水系河川整備基本方針と
河川整備計画について河川整備計画について

資料１
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近代河川制度の誕生 治水・利水の体系的な
制度の整備

治水・利水・環境の総合的な
河川制度の整備

●水系一貫管理制度の導入

●利水関係規定の整備
●河川環境の整備と保全

●地域の意見を反映した
河川整備の計画制度の導入

河川法改正の流れ河川法改正の流れ

1964
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新旧計画制度の比較新旧計画制度の比較
新しい計画制度

内容⇒基本方針、基本高水、計画高水流量 等

河川整備基本方針

河川整備基本方針
の案の作成

手 続

河川整備基本方針
の決定

内容⇒基本方針、基本高水、
計画高水流量等 主な河川
工事の内容

改正前の計画制度

工事実施基本計画

河川工事

工事実施基本計画案の作成

手 続

意 見 河川審議会

工事実施基本計画の決定

（一級河川）

意 見

社会資本整備審議
会河川分科会

(河川整備基本方針
検討小委員会）

(一級河川）
都道府県河川審議会

(二級河川）

内容⇒河川工事、河川の維持の内容

河川整備計画

手 続

原 案

河川整備計画の決定

意 見
学識経験者

公聴会の開催等に
よる住民意見の反映

地方公共団体の長

河川整備計画の案の作成

河川工事、河川の維持
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河川整備基本方針・整備計画で定めるべき事項河川整備基本方針・整備計画で定めるべき事項

第１０条の２ 河川整備基本方針には、次に掲げる事項を定めなければならない。

一 当該水系に係る河川の総合的な保全と利用に関する基本方針

二 河川の整備の基本となるべき事項

イ 基本高水（洪水防御に関する計画の基本となる洪水をいう。）

並びにその河道及び洪水調節ダムへの配分に関する事項

ロ 主要な地点における計画高水流量に関する事項

ハ 主要な地点における計画高水位及び計画横断形に係る川幅に関する事項

ニ 主要な地点における流水の正常な機能を維持するため必要な流量に関する事項

第１０条の３ 河川整備計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。

一 河川整備計画の目標に関する事項

二 河川整備の実施に関する事項

イ 河川工事の目的、種類及び施行の場所並びに当該河川工事の施行により

設置される河川管理施設の機能の概要

ロ 河川の維持の目的、種類及び施行の場所

（河川整備基本方針に定める事項）

（河川整備計画に定める事項）
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河川整備計画作成の手続き河川整備計画作成の手続き

３．河川管理者は、河川整備計画の案を作成しようとする場合において必要
があると認めるときは、河川に関し学識経験を有する者の意見を聴かなけれ
ばならない。

河川法16条の2より抜粋

４．河川管理者は、前項に規定する場合において必要があると認めるときは、
公聴会の開催等関係住民の意見を反映させるために必要な措置を講じなけれ
ばならない。

５．河川管理者は、河川整備計画を定めようとするときは、あらかじめ、政
令で定めるところにより、関係都道府県知事又は関係市町村長の意見を聴か
なければならない。
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河川整備基本方針の策定

H18.9.1社会資本整備審議会
（7/31、河川分科会）

河川整備基本方針検討
小委員会6/27、7/11

関係住民等の意見

釧路川流域委員会

北海道知事等

河川整備計画

釧路川水系河川整備計画の策定までの流れ釧路川水系河川整備計画の策定までの流れ

第1回：委員会設置、流域及び
河川の概要等

河川整備基本方針の検討

河川整備基本方針

第2回：現状と課題(治水・利
水)、釧路川下流域の検討(部
会設置)

第3回：現状と課題(環境・維
持管理）、釧路川下流域の検
討(第1回部会の開催概要)

第4回：釧路川流域の整備方
針(グランドデザイン)、釧路
川下流域部会(第2回)の報告

第5回：釧路川流域の整備方
針(グランドデザイン)

第6回：釧路川流域の川づく
りに向けて

第7回：治水・利水・環境に関
する整備方策について、釧路
川下流域部会(第3回)の報告

第8回：近年の風水害とその対
策について

学識経験を有する者
の意見

第9回以降の議論

公聴会
ホームページ
などによる
意見募集

河川整備計画の検討

河川整備計画 原案

河川整備計画（案）

河川整備計画 策定

意見 意見
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釧路川釧路川河川整備計画策定河川整備計画策定スケジュールスケジュール（（案案））

意見

意見

住民意見の
報告

意見

意見

原案

原案

意見

意見

案

原案

※委員の日程調整により変更の可能性有り

ホ

ー

ム

ペ

ー

ジ

委員への
事前説明

北海道知事
農政局
経産局

(意見照会)

関係省庁
道庁

事前協議

河川整備計画（原案）

縦覧の終了 (8月13日)

公告・縦覧（7月11日）

地域説明会(7月24日・26日)

河川整備計画（案）

流域委員会（第10回）9月予定

河川整備計画策定

公聴会の開催(調整中)

流域委員会（第9回）7月10日


